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令和５年度第４回宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会議事録 

 

日時  令和６年１月２３日（火） 

午後２時から午後４時まで 

場所  宮城県庁行政庁舎４階特別会議室 

 

［開会・あいさつ］ 

司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐々木部長 

 

       司会 

 

 

［議事］ 

 

 

   和田山会長 

 

 

 

 

 

    小林室長 

 

   和田山会長 

 

 

 

 

 

本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。 

それでは定刻となりましたので、只今から、令和５年度第４回宮城県再生可

能エネルギー等・省エネルギー促進審議会を開会いたします。 

はじめに本審議会は１８名の委員により構成されておりますが、本日は１２

名の委員に出席いただいております。宮城県地域と共生する再生可能エネルギ

ー等・省エネルギー促進条例第１７条第８項の規定により成立条件である半数

以上の出席をいただきましたことから本日の会議は有効に成立しております

ことを御報告いたします。また、本審議会は情報公開条例第１９条の規定によ

り公開で行うこととしており、報道陣による撮影や録音を認めておりますので

御了承願います。 

それでは議事に移る前に本日の配付資料を確認させていただきます。事前に

お送りしております資料は、会議次第と、資料１から資料４まででございます。

また、本日追加で机上に席次表と一般社団法人太陽光発電協会による良好事例

表彰の取組についての資料及び事業者向け太陽光パネル等共同購入事業のチ

ラシを配布しております。資料に不足はございませんでしょうか。それでは、

開会にあたりまして、宮城県環境生活部長の佐々木から御挨拶を申し上げま

す。 

 

（挨拶） 

 

ありがとうございました。それでは、ここからの議事進行につきましては、

和田山会長に議長をお願いしたいと存じます。和田山会長お願いいたします。 

 

 

（報告事項１ 太陽光発電導入に向けた新たな取組の検討について） 

 

それでは、議長を務めさせていただきます。お手元の議事次第に従いまして

議事を進めたいと思います。 

本日は、議題として報告事項が４件ございます。 

はじめに、報告事項の１つ目、太陽光発電導入に向けた新たな取組の検討に

ついて、事務局から説明をお願いします。 

 

（資料１に沿って説明） 

 

只今、太陽光発電導入に向けた新たな取組の検討について、事務局から説明

がありました。これにつきまして、御質問等がある場合は挙手をお願いします。 
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木村一郎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    小林室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北電力の木村でございます。御説明ありがとうございました。太陽光発電

導入に向けて、多岐にわたって促進策が盛り込まれており、どれも積極的に検

討すべき施策だと感じました。その上で、特に８ページのリユースパネルの活

用について２点、１４ページの普及啓発活動について１点申し上げたいと思い

ます。 

まず１点目のリユースパネルの活用についてですが、資料１の４ページ、５

ページ記載のリユースパネル活用による投資コスト抑制・廃棄物発生量削減

は、使えるものをできるだけ長く使うということで、新品の製造を抑制し、 

CO２削減にもつなげることができる良い取組だと感じました。環境価値という

面でも評価でき、ぜひ進めるべきと思います。また、８ページの認知度向上、

不安感払拭に向け、試験的導入ができないか、という点についても同感です。

リユースパネルの活用にあたっては、中古品だからすぐ壊れたり、出力が低下

するかもしれないといった不安感が少なからず出てくるものと考えられます

が、一方で新品における初期トラブルを乗り越えて安定的に出力していた優良

なパネルとも言えます。このため資料に記載のとおり、県など公共施設での試

験的導入により実際の稼働状況を把握して PR できれば普及拡大に大いに貢献

すると思います。具体的に試験導入を進めるにあたっては、リユース品として

出荷する前に、適正に検査保証できる事業者を活用すべきと思います。資料に

記載の PVCJ は、適正リサイクルの技術基準をもってリサイクル事業者の認定

をしている機関です。今年度の環境省実証事業に採択され、リユースパネル活

用の基準を策定しようとしているなど、リユース・リサイクルに関して技術的

知見を豊富に持ち合わせていることから、有力な候補の一つになると考えてお

ります。 

次に普及啓発活動についてでございます。６ページに電気代高騰・太陽光自

家消費によるランニングコスト低減メリットを強調した周知、とあるように、

再生可能エネルギーの導入にあたっては、コスト的にメリットがあるかどうか

がとても気になるところだと思います。一方、県では太陽光の拡大について、

例えばコーポレート PPA 等の事業スキームの活用を念頭においていると思わ

れますが、コーポレート PPAでは一般的に中長期にわたって契約を固定するこ

とにより、電力の市場価格下落時における調達費用削減の機会を失うリスクも

あると言われております。また、イニシャルコストを加えると、必ずしもコス

ト削減につながるケースばかりではなく、需要規模や準備する発電設備の大き

さ、供給できる発電量などを踏まえ、個別に検討する必要があると聞いており

ます。このため、コスト低減メリットについては、算定条件を明確にして定量

的に示すことはもちろんのこと、コスト低減メリットだけを強調するのではな

く、環境価値が得られることに共感が得られるような訴求をすべきだと考えて

おります。私から気づいたことを３点申し上げました。 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

御意見大変ありがとうございます。全くその通りだと考えております。 

まず、リユースパネルについては、検討が始まったばかりでございますけれ

ども、様々な機関でも検討が進められているところでして、今仰いました御指

摘、初期不良のトラブルを乗り越えたパネルであるということで、一定の、品

質が確保されているのではないかというようなお話もいただきまして、本当に

そのとおりだと思ったところです。これから品質をどう保証していくのか、あ

るいはどのぐらいの出力を期待していくのか、コストはどのぐらいになるの

か、そういったことをしっかり見極めながら公共施設などに導入をしていきた

いということで考えております。公共施設も新しく建てる場合は、新品のパネ

ルを入れるというのがよいと思っていますが、古い場合はリユースパネルでメ
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佐藤憲司委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    小林室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リットも出てくる部分もあるのではないかと考えておりますので、さらに検討

を深めてまいりたいと思います。 

それからもう一つの御指摘でございますが、これも本当にまさしくそのとお

りと考えておりまして、必ずしもコスト削減効果につながるケースばかりでは

ないという御指摘でした。昨年度、太陽光の導入事例等について事業者様から

データをいただきまして、そのコストの削減状況も調査をさせていただいたの

ですが、どういうふうに太陽光パネルを使っていくのか、どういう事業者さん

が向いているのか、あるいは蓄電池や EV と組み合わせた時にどのような効果

があって、どういう時間帯に EV から放電すると一番効果が出るのかというの

は、本当に事業者様毎に異なっていたということがありました。今後はそうい

った分析をさらに進めまして、このコストメリットについてもしっかり示して

いきたいと思います。また、コストだけでなく、環境価値の部分をしっかり訴

求していくべきだという御指摘だったと思いますが、まさにそのとおりだと思

いますので、そこの部分もしっかりと対応してまいりたいと思います。以上で

ございます。 

 

県民公募の佐藤です。温暖化対策は次の世代へ引き継ぐ事項であり、太陽光

発電導入に向けて次世代の若者に希望を持たせるためには、太陽光発電のイノ

ベーション技術を導入した方が良いと思われます。 

例えば、次世代の太陽電池として軽くて低コスト、日本発のペロブスカイト

です。これは窓や壁に貼られたり、室内でも発電できたりします。使い勝手の

良さがあり、日本にとっては大変魅力的な太陽光発電導入と思われます。 

次に自動車ですが、今後 EV 自動車が主流となると思われ、これを動かすた

めに蓄電池に充電する必要がありますが、場所が限られていれば効率が悪い。

これらを解消する目的で太陽光が多く降り注ぐ道路に EV 車が移動しながら充

電できるようにすれば、スマートハイウェイとして活用できると思われます。

以上です。 

 

 大変ありがとうございます。 

１点目ペロブスカイト太陽光発電ということで、以前この審議会の方でも、

ペロブスカイトの導入が、私が考えているよりももっと早いという御指摘を杉

山委員から頂戴したと記憶しておりまして、私も認識を新たにしたところでご

ざいます。いろいろ調べてみますと、今のところ日本の生産技術の方が中国よ

り勝っているということ、中国の方は薄いパネルみたいなもので作っているの

ですが、日本の製造技術は印刷できるように巻き取りできる製品を開発してい

るというようなお話を勉強させていただいたところでございます。今、いろん

なところで実証が始まっていると認識しております。その実証の結果をウォッ

チしながら、県への導入促進にどのようなことができるのかということを、し

っかり検討してまいりたいと考えております。 

それから、EVの道路から充電できるという仕組みにつきまして、いろいろ研

究されているということも承知をしております。EV は御指摘のとおり充電に

時間がかかるというのが、一番のデメリットになると思っておりますので、そ

こを解消できるこの技術は非常に有望かと考えておりますけれども、EV も御

承知の通りどういう形式がこれから普及していくのかというところも、まだ見

えないところもございますので、そういったところをしっかりウォッチしなが

ら、道路からの充電の部分はかなり先の話かもしれませんけども、しっかりと

県として対応できるかどうか検討してまいりたいと思います。以上です。 
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東北大学の斎藤です。御説明ありがとうございます。あまり建設的な意見を

述べるわけじゃないんですけど、３点ほどお伺いしたいところとあと意見で

す。 

一つは７ページです。共同購入で投資回収年数のシミュレーション例という

ことで、電気代の減額が１９０万円と書かれているんですけども、出力抑制が

今後増える状況なので、このシミュレーションっていうのは、その辺をどこま

で見込んだ話なのかなと思います。そこのところが見通せない一つの不確実な

要因だと思うので、そこら辺をあまり甘くすると良い宣伝にはならなくなるん

じゃないかというのが危惧される面です。 

それからもう１点は、９ページの施策のところですけど、これは少し建設的

な言い方をすると、EV確かに入ってくればということですけど、もう少し近場

のところではどうも系統用蓄電池という需給調整用の蓄電池がたくさん入っ

てくるような気配です。そうするとスポット市場の価格じゃない調整力市場の

価格になれば、その０円入札に太陽光がしてるのよりは、もうちょっといい価

格になるかもしれないので、そういうところとうまく組み合わせるようなこと

ができればいいのかなとここは感じたところです。 

それから１０ページ目のところです。県の施策としては、確かに地場で発生

した生産品の電力を地場で使いたいっていうのは確かにそのとおりなんです

けども、ただ、その市場とか発電事業者的な視点から見ると、やはり売れると

ころで売りたいと考えるとすれば、必ずしも自家消費がいつも有利、あるいは

県内の需要家に売るのが有利だとはならないとは思うので、そこの部分をここ

はどう考えていくのかなと。そういう意味では、電力の市場を無視した形では、

こういう話にはならないと思うので、そこをもう少し勘案した政策っていうの

を考える必要があるんじゃないかなと感じたところです。以上です。 

 

ありがとうございます。 

まず１点目の共同購入の７ページ目のシミュレーションでございますが、説

明の方がすごく簡単で、簡易にシミュレーションしたものですから、そこの説

明もなくお話したのが申し訳なかったかなと思うのですけども、こちらについ

ては使った分、例えば工場の屋根の太陽光で作った電気をその工場で全部自家

消費した時に、電気代がいくら削減されて、それをいつ回収できますかという

ことで計算しているものですから、御指摘のとおり、余った分を売るという部

分を全然勘案しないで計算したところでございまして、御指摘のとおり、そう

なることは少ないです。発電量が消費量を上回り、残った電気を売るという部

分も出てくると思うのですが、そういう部分についてはシミュレーションとし

ては見てないです。しかし、さらに精査ができればしてまいりたいというとこ

ろでございます。 

それから２点目です。系統用蓄電池の話を頂戴いたしまして、こちらについ

ても電力の市場で取引があると系統用蓄電池が入ってきたことによって、調整

市場で電気の価格も今後変わっていく可能性があるという御指摘だったと思

います。そういった件も踏まえまして県の施策も考えてまいりたいのですけど

も、内容を複雑化するのも難しいというところがありまして、まずは自家消費

というものを考えたいということでシミュレーションなどを行っているとこ

ろでございます。 

最後の３点目です。県の遊休地とマッチングするときに、県内事業者に電力

を売りたいというお話をさせていただいたのですが、全く御指摘のとおりでご

ざいまして、我々もこのヒアリングを通じて事業者から言われたのは、県外の

事業者さんに売電するのだったらいくらでも借りたいんですというお話を伺
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     板委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いまして、ただ、それを県の施策としてやるのがどうなのかなというジレンマ

もあるところでございます。ですので、事業が成り立たなければ、これはもう

マッチングもできないということですので、まずは県内の事業者さんに優先的

に販売していただく事業者さんを、優先的にマッチングしますと。それがダメ

だった時は、県外の方でもやむを得ないといったような、そういった優先順位

をつけながら、うまく事業性と県内事業者の需要というものに結びつけていき

たいと考えております。 

 

みやぎ・環境とくらし・ネットワークの吉田です。御説明ありがとうござい

ます。 

資料の６ページ目のところで、住宅の共同購入の方、登録件数約２，２００

件ということだったんですけど、実際契約に至った件数について、もし今時点

でわかる件数があれば教えていただきたいなと思っております。 

あと、太陽光を設置された業者さんとかで調査等されてるということだった

んですけども、今回の共同購入で、住宅であったりとか、業者さんの方でそこ

で設置されたところの効果の後追いというのを今後される予定なのか、お伺い

したいのでお願いいたします。 

 

ありがとうございます。 

最初の御質問ですが、登録件数２，２００件のうち、どのぐらい最終的に契

約に至ったかというお話ですが、まだ結果が出てない状況になっております。

他県の事例ですと、１０%～２０％でばらつきがあるのですけども、そういっ

た状況になっているということでございます。当県の場合、どうだったのかと

いうのをしっかり結果が出ましたら分析してまいりたいと思います。 

それから効果の後追いについて、こちらも非常に重要な御指摘だと思いま

す。こういう効果がありましたよというのをしっかりお示しして、次年度以降

の実施の際にしっかり PR していくことが重要だと思いますので、今回後追い

での検証などについてもしっかり対応してまいりたいと思います。ありがとう

ございます。 

 

２点お伺いしたいなと思ったことがありまして、まず１点目が、供給面のと

ころで課題と提示していらっしゃる太陽光パネルを置く場所といった面での

課題が設定されているのかなと感じたんですけれども、そもそもそのパネルを

作る企業が県内にあって、直接的にサポートできるようなことが実態としてあ

るのかというようなことを１点お伺いしたいなと。共同購入についても、そう

いった県内の企業からの購入みたいなのが考えられるのかどうかというとこ

ろ、お伺いしたいなっていうのが１点でした。 

もう１点ですけれども、１０ページ。県等が保有する未利用地ということで、

空き地であったり、使われていない土地ということを想定されていらっしゃる

んですが、これが例えばもう多目的で使っていて、その屋根が空いているとか、

例えば７ページ目で教育関連のところが１件というところだったんですけれ

ども、教育施設でそれなりに数があって、しかも、前面に校庭があって日当た

りも良さそうで、みたいなところで、ただ、売電をすることが目的として組み

込めないような施設なので、設置が難しいかなということもあるのかなと思う

んですが、その辺を何らかの政策であったり、調整することで対象となりうる

のかどうかみたいなところお伺いしたいと思います。 
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和田山会長 

 

 

 

 

２点御質問いただきました。 

まず、パネルの設置事業者の御質問ですが、まずパネル自体を県内で生産し

ている企業っていうのは、撤退してしまったというところがありまして、パネ

ルを県内では生産してないと、私は理解しておりますが、今回共同購入でパネ

ルを設置する事業者の方は県内の事業者さんも１社いらっしゃるということ

ですので、なるべく我々も県内の事業者さんにパネルを設置していただきたい

ということで、アイチューザーという事業者が、この共同購入を我々と一緒に

実施しているのですけども、選定の際にもちろん価格も重要なものですから、

そういう価格の方も重視しますけども、選定の際に考慮をしているということ

になります。 

それからもう１点、未利用地のところで御質問いただきまして、例えば学校

の屋根というお話もいただいたのですけど、実はだいぶ前に学校の屋根の方は

場所貸しのようにして県が取りまとめまして太陽光パネルを設置しまして、設

置した太陽光で発電したところの電気を FITで売るというような取組は、だい

ぶ前からやっていたところでございます。今回、さらに建物というよりも、未

利用地ということで空いている部分がだいぶあるということがわかりました

ので、そういった県の遊休土地中心に、これを先ほど申しましたとおり、マッ

チングで使えないかということで、さらに検討してもらいたいと考えておりま

す。 

 

杉山でございます。どうも御説明ありがとうございます。 

御説明いただいた内容はいずれも、実情を適切に踏まえた上では大変、実効

性の高い取組だと考えます。その中で一つだけ違和感を感じたところがあった

ので申し上げさせていただくと、先ほどの斎藤先生の御指摘と被るのですけど

も、１６ページにありますところのオフサイト PPAの評価、考え方の点です。

環境価値といったものが、確かに県外の方に利用されてしまうという側面は確

かにそのとおりなのですけども、一方でその売電益といったものが県外から県

内の方に移されるというような見方も当然できるわけでございます。その時に

未利用マッチングという形で県有地を活用して、そういうような利益が生まれ

るということであるならば、その利益を、例えば地域振興に使うとかそういっ

たような考え方と組み合わせることで県民の皆さんの理解が得られるような

こともあるのではないかなと思いましたので、私からの質問とさせていただき

ます。ありがとうございます。 

 

仰るとおりでございます。県外の事業者に PPAなどで供給するとしても、例

えば賃借料とか、そういった収入は県外から入ってくるということになります

ので、それを県内の方に循環させていくという考え方で、御理解を得るという

ことも重要な視点だというふうに考えております。 

その一方で、先ほども申しましたけど、なるべくは県内の事業者の方にお使

いいただく、この方針を１回示して、もし無理であれば県外の事業者様にもお

使いいただくということを考える、そういった順番が必要かなと考えてござい

ます。 

 

いろいろ御意見頂戴して、いろんな視点があるのは当然だとして、自然環境

の変化とか、技術の進歩、そういったことを睨みながら、フレキシブルに一つ

一つ課題を解決していっていただければなと思いますので、今後も引き続きど

うぞよろしくお願いいたします。 
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［議事］ 

 

 

 

   和田山会長 

 

 

    小川総括 

 

  和田山会長 

 

 

 

 木村一郎委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    小川総括 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（報告事項２ 地域脱炭素化促進事業制度に関する促進区域の県基準につい

て） 

 

次に、報告事項の２つ目、地域脱炭素化促進事業制度に関する促進区域の県

基準について、事務局から説明をお願いします。 

 

（資料２に沿って説明） 

 

只今、報告事項の、地域脱炭素化促進事業制度に関する促進区域の県基準に

ついて、事務局から説明がありました。これにつきまして、御質問等がある場

合は挙手をお願いします。 

 

東北電力の木村でございます。御説明ありがとうございました。資料の５ペ

ージに県基準を適用する施設の一覧が記載されておりますが、位置づけと根拠

について確認させていただきたいと思います。 

まず位置付けについてですが、促進区域の県基準は、市町村が白地のエリア

から再エネ導入に問題のない適地を選定するにあたって、環境の保全、防災の

観点から考慮を求める事項を定めるというものだと認識していますが、県基準

を適用する施設をあらかじめ定めておく理由が理解できないでおります。促進

区域ごとに、どの発電種別がどういった規模で設置されるかということをあら

かじめ定めておきますよという意味なのかどうか。その位置付けについてもう

少し御説明をいただければありがたいと思っております。 

次に根拠についてでございますが、太陽光、風力、バイオマスは宮城県の環

境影響評価条例の対象事業一覧に基づいて、第２種事業の対象となる太陽電池

発電所、風力発電所、火力発電所と整合が取れているなと見ていたのですが、

それで理解がよろしいかどうかを確認させてください。また、水力地熱につい

ては、環境影響評価法に定める環境アセスメント対象事業一覧に記載の水力発

電所、出力２２，５００kW 以上３０，０００kW 未満地熱発電所出力７，５０

０kW 以上１０，０００kW 未満と定めてあるわけですが、それと整合させたと

理解していいかどうか確認をさせてください。 

 

御質問ありがとうございました。 

まず１つ目の質問で位置づけという点でございましたけれども、この地域脱

炭素化促進事業という制度ですけれども、温対法で定められている制度でござ

います。この中で、地域脱炭素化促進施設というものが定義されておりまして、

そのエネ種としてこちらの表に記載しております、太陽光、風力、水力といっ

た施設が記載されております。その記載されている施設の中で、国のアセス、

県のアセスに該当する施設を今回基準の対象としたいと考えております。基準

も合わせて県のアセス、法のアセスの対象となるエネ種とあと出力、そういっ

たものに該当する施設を、県のこの基準についても当てはめていきたいという

ことで考えております。 

その根拠につきましては、この県基準を適用させることによって、環境保全

の配慮を図りたい、県基準が適用されて促進事業になった施設につきまして

は、アセスの配慮書手続が省略になるというところがありますので、その手続

が省略されても環境への保全の配慮が図れるように、同等の中身を県基準とし

てかけていきたいという趣旨で、そこは一致させたいなということで考えてお

ります。区域ごとに全部の施設を決めるのかというようなお話があったかと思
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    細井委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    小川総括 

 

 

 

 

   和田山会長 

 

 

 

【議事】 

 

 

 

 

 

   和田山会長 

 

 

 

 

    小林室長 

 

 

 

 

いますけれども、法律の中でエネ種毎にこの基準を定めるということになって

おります。県の方でも６ページにのせております県基準の例がございますけれ

ども、太陽光の場合についてはこういう基準、風力の場合についてはこういう

基準ということで、エネ種毎に県基準を定めていこうということで考えており

ます。 

次に市町村の方で促進区域を設定する場合ですけれども、市町村の方につき

ましても、太陽光であればここの促進区域、というようにエネ種毎に促進区域

を設定することもできますし、あと場合によってすべてのエネ種を対象にこの

促進区域を設定するというところもできるところでございます。そこは市町村

の意向によるところなのかなと思っております。 

 

仙台市の細井です。只今御説明をいただきました、この県基準考慮対象事項

ということで、これについて特段異論があるわけではないのですが、市町村が

定める促進区域は、白地のエリアから国の除外区域と、県の除外区域を除くと。

かつこの県基準考慮対象事項も勘案してということで、県のこの基準は除外区

域と似たネガティブゾーニングじゃないのかなと受け止めるところでありま

す。そういう意味では、これまでも都度都度申し上げてきたところでありまし

て、是非とも県におきましては、ポジティブゾーニングというのでしょうか、

まさに市町村が設定する際に、促進区域はこういうところだったらいいのでは

ないかという、まさにポジティブの方に振っていただいて、どうあるべきかと

いうのを検討いただければ市町村が促進区域を設定する際に、非常に取組やす

いと考えますので引き続きお願いをしておきたいと思います。以上です。 

 

御意見ありがとうございました。今いただきましたように促進区域の設定と

いうのは、市町村ですることになっておりますので、今いただきました御意見

ももちろんですけれど、運用される市町村さんの御意見をお伺いしながら基準

の設定を考えてまいりたいと思います。ありがとうございました。 

 

最終的には環境審議会で決めることなのかもしれませんけれども、この審議

会でもいろいろな御意見があって、促進区域を定めて市町村がうまく運営でき

るように御協力というのか、県の立場で御協力いただければと思います。 

 

 

（報告事項３ 宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会の廃止

について 

 報告事項４ 環境審議会再生可能エネルギー等・省エネルギー促進部会の設

置について） 

 

次に、報告事項の３つ目と４つ目の、宮城県再生可能エネルギー等・省エネ

ルギー促進審議会の廃止についてと、環境審議会再生可能エネルギー等・省エ

ネルギー促進部会の設置についてですが、こちらは関連する内容かと思います

ので、一括して事務局から説明をお願いします。 

 

（資料３、資料４に沿って説明） 
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   和田山会長 

 

 

 

 

   和田山会長 

 

 

 

［その他］ 

   和田山会長 

 

    小林室長 

 

 

 

 

 

    谷口部長 

 

   和田山会長 

 

 

 

    小林室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    谷口部長 

 

 

 

 

 

 

   和田山会長 

 

 

 

 

 

 

只今、報告事項の３つ目と４つ目の、宮城県再生可能エネルギー等・省エネ

ルギー促進審議会の廃止についてと、環境審議会再生可能エネルギー等・省エ

ネルギー促進部会の設置について事務局から説明がありました。 

これにつきまして、御質問等がある場合は挙手をお願いします。 

 

前回からも御説明があった件ですので、遅滞なく再生可能エネルギーの導

入、省エネルギーの促進について進めていくために引き続きお願いしたいと思

います。 

 

 

それでは、「その他」につきまして、事務局から何かございますか。 

 

１点、再生可能エネルギーと地域との共生に関する取組を御紹介します。 

太陽光発電協会では、地域との共生・共創に基づく太陽光発電太陽光発電を、

ソーラーウィーク大賞として表彰しております。委員の皆様に地域との共生に

おける良好事例として御紹介したいと思います。太陽光発電協会様からオンラ

インにて御説明をお願いします。 

 

（資料に沿って説明） 

 

只今、一般社団法人太陽光発電協会による良好事例表彰の取組について、一

般社団法人太陽光発電協会から説明がありました。 

これにつきまして、御質問等がある場合は挙手をお願いします。 

 

谷口様、お忙しいところ大変ありがとうございました。大変参考になるお話

を頂戴したと思います。９ページの御説明の際に再エネが市民に愛されること

が非常に重要だというお話を頂戴しまして、本当にそのとおりだなと考えてお

りまして、我々としてもそのようになれるように頑張ってまいると共にぜひ来

年度以降はこのソーラーウィーク大賞に当県からエントリーできるように頑

張ってまいりたいと思います。 

御質問ということで、もし都道府県に期待する役割、こういった地域と共生

する再エネを促進していく上で都道府県にどういうことを期待するのか御助

言いただければ大変ありがたいのですが、いかがでしょうか。 

 

御質問ありがとうございます。 

今まさに宮城県様でもお取組になられていると思うのですけども、やはり再

エネといえども、あちこちにランダムに周囲環境等考えないで作りますと、や

はり住民の皆様っていうのは、再エネに対して反対となりますので、今まさに

議論されているように、適材適所という形で、再エネ促進区域というのを整合

性の取れた形でお示しいただければ、我々としても非常に本望でございます。 

 

私からも一点だけ、御紹介いただいた例というのはある意味逆境というか、

その球磨村とか、それから御嶽山の話もございましたけれども、そういうとこ

ろで、地域の方からの御理解をいただきやすいというか、その事例のきっかけ

があったと思うのですけれども全体を通して応募された事例を審査される過

程で、そういう地域の方に対する啓発活動であるとか、あるいはどうしたら、

そういう了解が得られやすくなるのか、その辺についてのヒントがございまし

たら御紹介いただければと思うのですが、いかがでしょうか。 
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    谷口部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   和田山会長 

 

 

 

  ［閉会］ 

       司会 

 

 

 

 

 

 

 

 

      板委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日御紹介はできておりませんけども、やはり皆様、地域ごとの課題という

のを、地域住民の皆様は認識されておるという理解です。例えば今回、長野県

上田市様の御説明はなかったんですけども、まずは何ができるかというところ

で、例えばゼロカーボンというのに向けて、大きなことはできないと。ただ、

省エネというところはできると。例えば、学生さんたちが始められた家の断熱

化なんていうのが、そういう取組になっておるようですけども、そういった、

家の断熱化というのを学生さんたちが始めて、地域住民さんが支援をするとい

う形で、その後太陽光の PPAという形に結びついたと聞いております。きっか

けというのは、地域の問題の小さなところにあって、そういったものをいかに

みんなで対応対処していくかというところから、チェーンのごとく連鎖的に、

それであればここまでできる、それであればここまでできる、という結びつき

に至ったとこのソーラーウィーク大賞で表彰させていただきました。取組に関

しては、長いところでは１０年以上かけて実施されたところもありますし、短

いところでは３年ぐらいで何らかの結果を出されているというところもあり

ますけども、共通しているのはやはり住民の皆様の声をきっちりと聞くという

ところ、それから特に、学生さんとうまく自分たちが今後やっていかないとい

けないというような場づくりをすることによって、地域から動く、という動き

ができるのではないかと考えております。 

 

その他、ございますでしょうか。 

以上をもちまして本日の議事を終了します。ありがとうございました。 

それでは、事務局に司会をお返しいたします。 

 

 

和田山会長ありがとうございました。 

今回の審議会の開催をもって、宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー

促進審議会は廃止となります。来年度以降は環境審議会再生可能エネルギー

等・省エネルギー促進部会へと引き継がれますが、委員の皆様の任期は１月２

４日までとなっておりますので、任期満了までどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

ここで、委員の皆様方からお一方一分程度で一言ずつお言葉をいただきたいと

思います。 

 

こちらの再生可能エネルギー等・省エネルギー促進審議会、前回の審議会か

らおそらく速攻性が高いということで太陽光の話に議題が集中したというと

ころではありますけれども、先ほどのお話にもあったように、住民の方、県民

の方の理解がとても重要だということであるわけですけれども、再生可能エネ

ルギーとしては、太陽光だけではなく当然いろいろな熱源があるわけで、おそ

らくそういったところの方が住民の方との距離感が結構あるものですから、理

解を得る、導入に理解を示すということが、なかなか難しいタイプのものなの

かと思いますので、即効性があるということで、今回は太陽光の議題となりま

したけれども、長期的視点を持って県民の方の理解も十分に汲み取れるよう

に、継続して取り組んでいただきたいと思います。ありがとうございました。 
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 佐藤憲司委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東北電力の木村でございます。本当にこの審議会では、全国初の税金の導入

に関わることになり、気を引きしめて対応させていただきました。税金をかけ

るというネガティブな形でございますが、一方において裏返せば宮城県に導入

する再エネというのはどういったものが望ましいのかということをみんなで

議論し、全国に先駆けて道標を作ったということで、非常に良い取組だったと

思っております。これから他県も同じようなことを考えて、宮城県の方に様々

お問い合わせもあろうかと思いますが、ぜひしっかりとリードいただければと

思っております。どうもありがとうございました。 

 

私はバス業界のカーボンニュートラルを推進する立場として前任者から引

き継ぐ形で委員をお引き受けしたところです。地球温暖化の影響で自然災害が

激甚化している状況にあり再生エネルギー省エネルギーの推進は待ったなし

の課題であることを再認識させていただきました。委員としては勉強不足でご

迷惑をおかけしたと反省するところですが、全国に先駆けて再エネ課税制度を

創設するなど、先進的な取組に関する事務局の皆様の御功績に敬服いたします

とともに、都度詳細な資料を作成いただいた御苦労に対しまして、この場をお

借りして感謝いたします。最後になりますが、バス業界における環境対策の取

組として、今後も環境に優しい FCバスや EVバス、燃費のいい新型車両への代

替えなど、カーボンニュートラルに貢献できる取組を推進してまいりますの

で、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

東北大学の斎藤でございます。この審議会におそらく平成２８年頃から参加

させていただいていると思います。再生可能エネルギー、省エネルギーについ

て、地域や県単位でいろいろ検討する意義は大いにあるんですけども、ただ地

球規模の CO２排出を削減とかという視点になると、なかなか地域でやることが

どう貢献するのかっていうのは非常に見えにくいというところで、そういう意

味では、今後こういうことを進めていくのかなっていうのは、難しい問題なん

だなとは感じています。特に日本としては、やはり実現可能な最適なエネルギ

ーミックス、電源ミックスの中で PV 導入量はどう考えるべきで、それが宮城

県という単位でどう推進していくのかという、やっぱりそういう視点が常に必

要ではないかなと思います。あとは、再エネ省エネという技術が、地域の産業

政策的な側面もあるようですので、その辺もどう絡めて、今後進めていくのか

というところに、ポイントがあるかなと感じています。あと個人的には私自身

は昨年度、税制研究会に参加させていただいて、税というものがどういう形で

機能するのかと、個人的には大いなる勉強になりましたので、そういう機会は

頂けて感謝しております。どうもありがとうございました。 

 

県民公募の佐藤憲司です。私事の話なのですが、１３年前に夫婦でブラジル

のアマゾン川河口の街ベレン市に２年間、JICAの隊員として住んでいました。

私たちの目的は、ブラジルに移住した１世の方々をケアする仕事でした。しか

し、休みのうちにアマゾン川河口、約８００キロ以上あるんですが、河口に行

った時、JICA の若い隊員が現地人を指導して水を浄化するマングローブの木

を植樹しているのを見てきました。さらに日本の移民がジャングルを開墾して

作った町、トメアスでは、広大な赤い大地に JICA 隊員と日系移民の人々が食

事しているのを見てきました。そうしたことで日本に戻っても、これらの光景

がまだ目に浮かべます。今まで審議会での私の話は素人的な内容でしたが、皆

様の話を聞いて大変勉強になったと思っております。環境問題についてはこれ

からも勉強していきたいと考えております。以上でございます。 
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東北経済産業局の杉山でございます。本日御報告いただいた２つの議案、あ

るいは、今年の４月に施行予定と伺いました、再エネ地域共生促進税。いずれ

も実施にあたって大変な行政負担のかかるものと推察いたしますけれども、分

散型エネルギーである再エネが持つ地域振興への裨益というものを引き出す

ためにあえて取り組むとされました御判断にまず敬意を表したいと思います。

国といたしましても、昨年７月に閣議決定した GX 推進戦略の中で、カーボン

ニュートラル実現のためにグリーン電力による電化の拡大や、徹底した消費の

推進といったものを柱として取り組んでいくこととしております。グリーン電

力を生み出す再生可能エネルギーの拡大に向けては、コスト問題もさりなが

ら、分散型電源として立地地域との共生が欠かせないと認識しておりまして、

昨年６月に可決成立した GX関連法に基づいて、FIT・FIP電源の、事業規律を

確保するための、新しい取組を始めることとしております。自治体の皆様方の

取組とも連携して再生可能エネルギーのさらなる拡大を目指してまいる所存

でございますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 

仙台市の細井です。この審議会、脱炭素社会の実現に向けてということで、

いろんな立場の方々といろいろ御意見の方を伺わせていただいてということ

で、非常に重要なものだったなと思っています。いろいろありがとうございま

した。２０５０年ゼロカーボンは、非常に難しい、非常にチャレンジングな目

標だろうと思っていまして、その際にやはり我が仙台市の役割というのも非常

に需要だと思っていまして、というのも、県内のエネルギーの消費量の約６割

というのは仙台市でありますので、そういった点で我が市の役割というのをし

っかりと認識をしながら、今後も宮城県さんとは連携協力をしながら色々取組

を進めていきたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。そ

れから、我々行政だけではなくて、当然、ゼロカーボンに向けてはいろんな主

体の皆さんと話をして一緒に行動していくということがすごく重要だと思っ

ておりますので、この審議会にいらっしゃっていた委員の皆様には、今後も

様々な場面で協力をいただくということもあろうかと思っていますので、どう

ぞよろしくお願いいたしたいと思います。ありがとうございました。 

 

大変ありがとうございました。エネルギーに関して、電力の低炭素化という

ところは、非常に大きな話題でしたし、それこそ税金をかけてどういったとこ

ろに太陽光発電を誘致するのかというところに関してもある程度、適正だと言

いますか、望ましいところに誘致をするというようなところの議論に関しまし

ては、非常に先駆的な事例でそういった議論に関われたことも非常に貴重な経

験をいただいたと思っております。この会議の中で皆様、専門家の方々に活発

な御議論をいただいたところで、私自身も学ぶところが非常に多かったなと思

っております。エネルギーに関しましては、確かに電力は非常に使いやすい一

般の身近に我々が活用する際に使い勝手の良いものではあるわけですけれど

も、ただ、それ以外にも、やはりその省エネルギー再生可能エネルギーという

ものを利活用する場所というものはあるものですので、排熱の利用ですとか、

あるいは本日の話題にもなりましたが、断熱ですとか、都市のその設計、イン

フラの構造の選択等で、エネルギーの消費量そのものを最小化するという技術

選択も、非常に重要だと思っております。確かに、低炭素、ゼロカーボンは、

世界において非常に重要な達成目標でありますのでそちらに向けて様々な技

術選択を行っていくところに、こういった議題と、行き先というのを注力する

のも非常によくわかるのですけれども、やはり炭素だけではない、今ビヨンド
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 佐藤信康委員 

 

 

 

 

 

 

カーボンと言いますか、炭素以外のところへの環境を欠く欄を最小化するとい

うようなところも、おそらく大きな議論になろうかと思っておりますので今

回、この会議の場というのは発展的に解消して次のステージにおそらく移るん

だと思うんですけれども、そういった炭素ももちろん、非常に重要な一丁目一

番地ではありますけれども、それだけではないところで、そういったところも

ますます行政の中で活発に御議論いただければなと思っております。どうもあ

りがとうございました。 

 

北洲の村上と申します。長い間本当にありがとうございました。宮城県環境

生活部再生可能エネルギー室の皆様には本当に感謝申し上げます。我が社は、

事業会社として、住宅会社として B to Cの部門として参加させていただいた

わけですけども、どちらかというと、いかにエネルギーを使わないか、断熱と

かに対しては寄与があったんですが、今回長らくこの審議会に参加させていた

だいて、創エネについて、またその B to Cの住宅というところではわからな

い、広い視野で学ばせていただいたと私自身の勉強になったというところでご

ざいます。なかなか私自身は意見を言えなかったんですが、一方でその現実と

いうか、事業の場面で東北電力さんが作られたソーラーeチャージさんと一番

最初に提携を組ませていただいて、我が社の直近では蓄電池を活用した太陽光

の採用が半分を超えるというところになっております。そういう意味ではこれ

から蓄電池のディマンドレスポンス使ったエリア分散型の VPP の時代が来る

のに我が社も力を注ぎたいと思ってます。そしてまた、宮城県のスマエネ倶楽

部、Jクレジットの購入も先駆けてさせていただきました。そして昨年の１月

には東北経済産業局のカーボンオフセットグランプリも受賞させていただき

まして、そういう意味では地域の会社ではあるものの、どうやってこの再エネ

または断熱、エネルギーを最小限にするかということを、地域を啓蒙して牽引

していきたいと、この場に出させていただいて、実践してきたつもりですし、

さらに今後も頑張ってまいりたいと思います。今後は実務の場で頑張っていき

たいと思います。どうもありがとうございます。 

 

公益財団法人みやぎ・環境とくらし・ネットワークの吉田です。私は主に今

まで仕事の中で、家庭の省エネアドバイス等をやってきておりまして、普及啓

発等、メインでやってきたんですけども、今回のこの審議会の中で少しでも力

になれたら良いかなと思っておりました。今回の審議会の中で新税の導入であ

ったりとか、私自身も勉強になったなというのと、とても良い経験をさせてい

ただいたなと思っております。今日の最後の話でも、住民の理解が本当に重要

というところは、脱炭素に向けて、今後この視点は重要だと思っておりまして、

今後も我々も活動を通して県の事業等に協力をしていきたいなと思っており

ます。また、引き続き県の皆さんよろしくお願いいたします。この審議会の運

営に関して県の皆さんも大変お疲れ様でした。以上で御挨拶させていただきま

す。 

 

経済連合会の佐藤でございます。いろんなテーマで議論がありましたけれど

も、特にやはり全国初となる再エネ地域共生促進税条例制定、これに関して委

員の皆さんのいろんな意見とか、それから事務局の方からの非常に丁寧な説明

があって、やはりその再エネ導入の拡大に向けては、本当に多様なステークホ

ルダーがいるんだなということを認識いたしました。やはり事業者と地域住民

といった当事者間だけではなくて、広く社会的な合意形成っていうのが再エネ

導入の拡大につながるなということを再認識させていただきました。そういう
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意味では４月に施行されます条例、あるいは合意形成のために策定されたガイ

ドラインが当初の目的を果たす存在になればいいなと大いに期待をしており

ます。経済界としても、カーボンニュートラルに関しては、実現に向けて対応

すべき課題を明確にしながら、県をはじめ、関係機関と連携しながら引き続き

取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。あ

りがとうございました。 

 

皆様に御協力いただきまして、私、この審議会には学識経験といいますか、

燃料電池という立場で、入った経緯がございますけれども、それよりも皆様の

御意見を取りまとめるのに尽力したと、個人的にはそういうふうに務めさせて

いただきました。皆様からありましたように、私個人的にも、再エネの導入に

あたる森林開発抑制について知事さんから御諮問を受けて、その答申を取りま

とめるということを経験させていただいて改めまして、皆様方の専門的な御意

見とか、何にも増して、事務局の再エネ室の方の御尽力ということに敬意を表

したいと思っております。今後は、魂を入れる作業がこれから残っていくと。

ただし、その魂は状況に応じてフレキシブルに変えていかなきゃいけないもの

で、今後環境はますます変わっていくことが予想されます。２０５０年はまだ

かなり先の話ですので、それに向けて今後とも御努力いただければなと思って

おります。最後に皆様方の御協力に感謝申し上げまして、皆様方のますますの

御発展、御健勝をお祈りして、私の挨拶とさせていただきます。どうもありが

とうございました。 

 

委員の皆様ありがとうございました。 

それでは最後に、宮城県環境生活部長の佐々木から御挨拶申し上げます。 

 

本日で最後となります本審議会の閉会に当たりまして一言御挨拶申し上げ

ます。 

まず委員の皆様には、これまで長年にわたりまして、本審議会において貴重

な御意見を賜りましたことに厚く感謝申し上げたいと思います。 

振り返りますと、平成１５年に本審議会が設立されて以降、東日本大震災の

発生や、世界的な脱炭素社会に向けた動きの加速化など、エネルギーを巡る情

勢が大きく変化する中で、委員の皆様には、県政の重要課題の一つである再生

可能エネルギーと省エネルギーの推進に向けて、基本計画の策定や重要施策の

実施などについて御審議いただきました。 

 これまで本審議会を円滑に運営することができましたのも、ひとえに委員の

皆様のおかげであり、重ねてお礼申し上げます。 

 先ほど、委員の皆様から一言ずつ総括的な御感想や御意見などをいただきま

して、県といたしましても、再エネ・省エネの必要性や重要性というものを、

改めて強く感じたところでございます。 

 今後は、環境審議会に設置する部会において、再エネ・省エネに関する施策

などを議論していくこととなりますが、本審議会で議論してきた事項や委員の

皆様の思いなどにつきましては、しっかり引き継いでまいりたいと思いますの

で、今後とも、本県の再エネ・省エネの推進にお力添えを賜りますようお願い

申し上げますとともに、皆様の一層の御活躍と御健勝を心からお祈りしまし

て、簡単ではありますが、閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 
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       司会 

 

 

それでは、以上をもちまして、宮城県再生可能エネルギー等・省エネルギー

促進審議会を閉会とさせていただきます。 

本日は、お忙しい中、御議論をいただきまして、大変ありがとうございまし

た。 

 


